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◎
岡
山
県
告
示
第
九
号
の
二 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
家
畜
伝
染

病
予
防
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
久
米
郡
美

咲
町
で
発
生
し
た
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
家
畜
等
の
移
動
を
次

の
と
お
り
禁
止
す
る
。
な
お
、
令
和
四
年
岡
山
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号
の
二
（
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
の
発
生
に
伴
う
家
畜
等
の
移
動
等
の
禁
止
）
は
、
廃
止
す
る
。 

令
和
五
年
一
月
八
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

移
動
の
禁
止
の
対
象
と
な
る
家
畜
等 

 
 
 

鶏
、
あ
ひ
る
、
う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う
、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥
、
そ
れ
ら
の
死
体
並
び

に
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
品
（
家
畜
伝
染
病
予
防

法
第
五
十
三
条
第
三
項
の
家
畜
防
疫
員
が
当
該
病
原
体
を
ま
ん
延
さ
せ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た

も
の
を
除
く
。
以
下
「
禁
止
対
象
家
畜
等
」
と
い
う
。
） 

二 

禁
止
対
象
家
畜
等
の
移
動
を
禁
止
す
る
区
域 

 
 
 
 

次
の
図
の
と
お
り 

三 

移
動
の
禁
止
の
期
間 

 
 

令
和
五
年
一
月
八
日
か
ら
当
分
の
間 
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